
環境省は、昨年 1月に発覚した食品廃棄物不正転売事案を受けて、適正な

処理料金による委託や処理上の現地確認などを盛り込んだ「排出事業者責

任に基づく措置に係るチェックリスト」をまとめ、6月 20 日付で廃棄物・

リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市に対し、排出

事業者への周知徹底を促す通知を発しました。 

これは先月のニュースレターで報じた環境省による「食品廃棄物の不正転

売事案について（総括）」のなかで、再発防止のための対応の一つとして示

されたものですが、食品関連事業者だけでなくすべての排出事業者を対象

としています。 

このチェックリストは、産業廃棄物の排出事業者に対し、排出事業者責任

に基づく必要な措置を適正に実施してもらうために、廃棄物処理法の下で

講ずべき措置を整理したものです。 

この中では、廃棄物の定義、排出事業者の責務、産業廃棄物の保管基準や

処理基準、委託基準といった排出事業者責任に係る具体的な規定と留意事

項を解説したうえで、「排出時」「保管」「委託処理」「その他」の段階ごと

におけるチェックリストが提示されています。 

「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」は、下記リンクか

ら PDF ファイルの閲覧・ダウンロードが可能です。 

https://goo.gl/K1G9dt

先月に続き、去る 5月 29 日に林野庁が公表した「平成 28年度森林・林業

白書」の冒頭で紹介されている６つのトピックスについて紹介していきま

す。今号では、『「森林法等の一部を改正する法律」の成立』を取り上げま

す。 

排出者責任の徹底へ…「排出事業者責任に基づく措

置に係るチェックリスト」各都道府県・各政令市に

周知徹底を通知（環境省） 

Vol.37 
（2017.8） 
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く措置に係るチェックリストを
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平成 28 年度森林・林業白書トピ

ックス② 

平成 28 年度森林・林業白書トピックス②～「森林法

等の一部を改正する法律」の成立～ 



～*～*～*～*～*～*～*～*～*～～*～*～*～～*～*～*～～*～*～*～ 

我が国では、資源的には、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎え

ている中で、木材の需要面では、住宅用など従来の需要に加え、木質バイ

オマスの利用増加等により国産材の需要に拡大の兆しがみられています。

その一方で、木材の供給面では、森林所有者等の世代交代等により森林経

営意欲が低下し、原木の安定的かつ低コストでの供給が十分に行われてい

ない状況にあります。 

こうした森林・林業・木材産業を巡る諸課題に法制面から対応するため、

平成 28（2016）年５月に、「森林法等の一部を改正する法律」が国会で可決・

成立し、同５月 20 日に公布されました。この法律は、「森林法」、「分収林

特別措置法」、「森林組合法」など計５本の法律の一部改正をその内容とし

ています。これらの改正により、適切な森林施業を通じて、森林資源の再

造成の確保、国産材の安定供給体制の構築及び森林の公益的機能の維持増

進を図っていきます。 

（以上、平成 28年度森林・林業白書 ３ページより抜粋・一部加工） 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～ 

SEF では、森林所有者・行政・森林組合などの多様なセクターと今回の法改

正などの情報交換を行いつつ、基本計画に新たに盛り込まれた地域活動と

しての森林の保全管理の推進、地球温暖化対策・生物多様性保全への対応

といった分野で貢献していきたいと考えています。 

「平成 28年度森林・林業白書」は、林野庁のホームページから閲覧・ダウ

ンロードが可能です。 

https://goo.gl/CA7KXi



ＳＥＦでは、排出事業者の立場から廃棄物・資源循環の課題に“本気”で

向き合い、解決への道筋を導き出す場として、「ゼロエミッション研究会（第

１期）」を６月より毎月１回開催しています。 

７月２０日に開催した第２回では、かつて千葉県で産廃Ｇメンとして不法

投棄の撲滅に尽力された石渡正佳氏を講師に迎えました。 

前半の講演では石渡氏より、「産廃Ｇメンが見た廃棄物管理の裏側～日本の

廃棄物処理システムの課題～」というテーマで、 

◆ 廃棄物に関するコンプライアンスとガバナンスの方向性 

◆ 廃棄物関連法体系と廃棄物の定義 

◆ 排出事業者責任とは 

◆ 廃棄食品不正転売事件の背景と、食品リサイクルの課題 

といった内容について、行政担当者としての経験を踏まえ、様々な事例を

交えつつ整理・解説していただきました。 

後半のワークショップでは、「廃棄物関連業務担当者のレベルチェックリス

ト」が示され、この研究会の中で学びを深めつつ、ともにこれらの課題を

クリアしていくことを目指すことを確認しました。 

◆ 自治体ごとの規定の理解と廃棄物の区分の判断 

◆ 処理業者の選定条件整理と判断 

◆ 廃棄物の種類と排出量の把握 

◆ 処理業者との法的要求事項を満たす契約の締結 

◆ 適切な処理状況確認の実施 

【資源循環事業】 

ゼロエミッション研究会（第１期） 

第２回を７月２０日（木）に開催しました 



このゼロエミッション研究会では、各回とも廃棄物・資源循環に関する専

門家を講師に招き、最新の情報やノウハウを学ぶことができるほか、ワー

クショップを通じて排出事業者としてこれからの廃棄物管理・資源循環に

どう主体的に取り組んでいくかを共に考える機会を提供してまいります。

第３回は下記の概要にて開催予定です。 

新たに年間受講を申込み頂いた方には、過去開催分も映像と資料でバーチ

ャル受講頂けますので、ぜひお申し込みください。 

ゼロエミッション研究会（第1期）第３回 開催概要

日程 
平成２９年８月２２日（火）  
１５：００～１８：００（受付１４：３０～）
プログラム 
１５：００～１６：３０ 講演 
 （日報ビジネス株式会社 環境編集部 新倉充氏） 
専門誌記者が捉えるこれからの廃棄物管理～行政・処理業者の動きから考える～
１６：３０～１８：００ ワークショップ 
（ファシリテーター：株式会社ガイアドリーム代表取締役 志岐秀明氏） 
～排出者責任強化の理由と今後の対応②～
会場 
トレジャーリンク会議室 東京都中央区京橋 2‐6‐16 エターナルビル 3F 
＜アクセス＞  【銀座線】 京橋駅 6番出口徒歩 1分 

【浅草線】 宝町駅 A6出口徒歩 2分 
【有楽町線】 銀座一丁目駅 7番出口徒歩 5分 

対象者・定員 
対象者：企業の環境・総務部門担当者 
定員 ：２０名（先着順） 
参加費 
【年間受講料】一般：80,000 円  会員・SEF‐Net ユーザー：50,000 円 
【１回受講料】一般：10,000 円  会員・SEF‐Net ユーザー：6,000 円 
※年間受講料は、参加回数に応じた割引制度を設けています。 
お申込み 
お申込みはお電話・FAX・メール・ホームページ、いずれでも承ります。御社名、お名前、
ご連絡先を事務局までご連絡ください。 
http://save‐earth.or.jp/archives/4764
皆様のご参加をお待ちしております。 

『ゼロエミッション研究会（第１期）』 

受講者募集中！第３回は８月２２日（木）開催 



郁文館夢学園様（東京都文京区）の中高生が参加する森林林業体験学習プ

ログラム。７月は、高校２年生のプログラムを実施しました。『森から学ぶ』

を全体テーマとし、森での体験活動から「持続可能な森づくり」「循環型社

会」について、学び、考えることが目的です。高校２年生は森の機能につ

いて学びます。河畔コースで、昨年のネーチャートレイルのふりかえりを

した後、森の土壌調査と濾過実験をおこないました。（やまぼうし自然学校

が活動のパートナーです。） 

目にはみえない土中で、微細な生き物が土壌をつくる作業をしていること、

森の土壌が清流をつくり水を貯える働きもすることの体験です。地球温暖

化や各地でおきている土砂災害と森の機能のあいだには、深い関わりがあ

ることも学びました。 

この「山の日」記念イベントは、木の大切さやぬくもりを伝えていく活動

「木育」の推進と、バイオマス利用についての普及、サンブスギの普及 PR

を図ることを目的として、山武市の主催により開催されます。 

ＳＥＦが森林保全活動を行う日向の森も会場のひとつとして、間伐体験な

どをお楽しみいただけます。SEF もこのイベントに協力し、森林ウォークを

担当させていただくこととなりました。日々の活動で整備してきた自然観

察路を、参加者の皆さまと一緒に楽しみたいと思います。お近くにお住ま

いの方は是非、会場に足をお運び下さい！ 

イベントに関する詳しい情報、お申込み・お問い合わせは山武市ホームペ

ージをご覧ください。下記リンクからご覧いただけます。 

http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/13/mountain-day.html

【森林再生事業】東御の森（長野県東御市） 

高校２年生対象の森林林業体験学習プログラムを

実施しました 

８月５日（土）開催『「山の日」記念イベント』に協

力します！（千葉県山武市） 



ＳＥＦでは、各地域での森林保全活動をお手伝い頂けるボランティアさん

を募集しています。千葉県山武市では原則として毎月第 2・第 4土曜日（東

京駅から送迎いたします！）に定例活動を行っているほか、兵庫県丹波市、

大分県臼杵市でも定期的に実施しています。直近の活動は下記を予定して

いますので、ぜひご参加下さい。 

SEF では、企業や団体の皆様向けに「森活」をご提案しています。私たちは

「森での活動」を通して、仲間同士の交流を深めたり、自然に触れること

で癒されたり、環境保全に貢献していることが実感できたりと、様々な効

果につなげることができると考えています。 

「森活」について、詳しくは事務局までお問い合わせください。 

８月・９月 森林保全活動のお知らせ 

★★★★ボランティアさん募集中！★★★★ 

「森活」しませんか？ 

～企業・団体向け森林体験プログラムのご案内～ 

＜８月・9月の活動予定＞ 
 千葉県山武市
８月・・・２６日（土）  ９月・・・９日（土）、２３日（土） 

 兵庫県丹波市
８月・・・１９日（土）  ９月・・・１６日（土） 

※日程は変更となる可能性があります。最新の情報はホームページを参照ください。
ホームページ…http://save‐earth.or.jp/archives/category/event_collect


